
宿
泊

税
の

導
入

に
つ

い
て

「
住

ん
で

よ
し

、
訪

れ
て

よ
し

の
持

続
可

能
な

お
ん

せ
ん

県
お

お
い

た
」

を
実

現
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
（

地
域

資
源

の
魅

力
の

向
上

、
旅

行
者

の
受

入
環

境
の

充
実

等
）

に
要

す
る

費
用

に
充

当
す

る
た

め
に

徴
収

目
的

課
税

客
体

︓
県

内
の

宿
泊

施
設

へ
の

宿
泊

行
為

（
宿

泊
施

設
︓

旅
館

業
法

上
の

旅
館

・
ホ

テ
ル

・
簡

易
宿

所
、

住
宅

宿
泊

事
業

法
上

の
施

設
（

い
わ

ゆ
る

民
泊

）
）

納
税

義
務

者
︓

宿
泊

者
課

税

・
５

千
円

未
満

１
０

０
円

／
１

人
１

泊
・

５
千

円
以

上
２

万
円

未
満

２
０

０
円

／
１

人
１

泊
・

２
万

円
以

上
１

０
万

円
未

満
５

０
０

円
／

１
人

１
泊

・
１

０
万

円
以

上
２

，
０

０
０

円
／

１
人

１
泊

税
率

な
し

免
税

点

教
育

政
策

上
の

視
点

や
将

来
の

リ
ピ

ー
タ

ー
に

繋
が

る
等

の
公

益
上

の
理

由
か

ら
、

教
育

旅
行

に
つ

い
て

は
免

除
。

※
教

育
旅

行
︓

学
校

教
育

法
第

1条
に

規
定

す
る

学
校

（
大

学
を

除
く

）
や

認
定

こ
ど

も
園

等
が

実
施

す
る

修
学

旅
行

や
学

校
行

事
に

伴
う

宿
泊

例
外

規
定

（
免

除
）

を
増

や
す

こ
と

は
、

徴
収

事
務

を
担

う
宿

泊
事

業
者

の
事

務
が

煩
雑

化
し

、
負

担
が

増
え

る
こ

と
が

懸
念

さ
れ

る
た

め
、

上
記

以
外

の
宿

泊
に

対
す

る
課

税
免

除
は

行
わ

な
い

。
＜

基
本

的
な

考
え

方
＞

・
宿

泊
税

は
、

宿
泊

目
的

は
問

わ
ず

、
宿

泊
者

全
体

が
受

益
す

る
施

策
に

充
当

す
る

想
定

・
仮

に
特

定
の

者
を

免
除

し
た

場
合

、
宿

泊
税

に
よ

る
受

益
施

策
の

対
象

に
し

づ
ら

い

課
税

免
除

特
別

徴
収

（
宿

泊
事

業
者

を
特

別
徴

収
義

務
者

と
す

る
。

）
徴

収
方

法

１
．

宿
泊

税
制

度

大
分

県
の

観
光

振
興

に
資

す
る

施
策

、
宿

泊
税

の
徴

収
に

要
す

る
経

費
使

途

県
︓

広
域

的
な

施
策

、
県

内
周

遊
の

促
進

※
宿

泊
の

少
な

い
地

域
へ

の
周

遊
促

進
等

の
施

策
に

つ
い

て
は

、
県

事
業

と
し

て
実

施
市

町
村

︓
受

入
環

境
の

整
備

等
、

基
礎

自
治

体
と

し
て

、
地

域
の

実
情

に
即

し
た

施
策

県
と

市
町

村
の

役
割

分
担

納
税

者
で

あ
る

宿
泊

者
を

は
じ

め
、

宿
泊

事
業

者
、

県
民

か
ら

の
理

解
と

信
頼

を
得

ら
れ

る
よ

う
、

県
、

市
町

村
と

も
に

使
途

等
に

つ
い

て
明

確
化

の
う

え
、

そ
れ

ぞ
れ

公
表

す
る

。
使

途
の

見
え

る
化

県
は

、
宿

泊
税

に
よ

る
事

業
の

効
果

検
証

を
、

県
内

事
業

者
や

有
識

者
等

か
ら

な
る

外
部

委
員

に
よ

る
組

織
体

を
設

置
し

、
少

な
く

と
も

年
１

回
実

施
す

る
。

市
町

村
に

お
い

て
も

、
検

証
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
検

証
体

制

基
金

に
よ

る
管

理
（

充
当

施
策

の
明

確
化

等
）

税
収

の
管

理

２
．

宿
泊

税
の

運
用

1



宿
泊

税
の

導
入

に
つ

い
て

３
．

宿
泊

税
市

町
村

交
付

金
制

度

４
．

宿
泊

事
業

者
へ

の
支

援

５
．

制
度

の
周

知
・

広
報

制
度

導
入

に
伴

い
、

宿
泊

事
業

者
が

実
施

す
る

レ
ジ

シ
ス

テ
ム

の
改

修
や

自
動

精
算

機
の

導
入

等
に

か
か

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
県

が
補

助
制

度
創

設
補

助
制

度

特
別

徴
収

義
務

者
の

納
期

内
納

付
を

促
進

す
る

た
め

、
事

業
者

が
納

入
し

た
税

額
の

２
．

５
％

を
報

償
金

と
し

て
事

業
者

へ
交

付
す

る
。

特
別

徴
収

報
償

金

納
税

者
で

あ
る

宿
泊

者
を

は
じ

め
、

宿
泊

事
業

者
や

県
民

に
理

解
を

得
ら

れ
る

よ
う

、
丁

寧
か

つ
ス

ピ
ー

ド
感

を
持

っ
て

周
知

・
広

報
を

行
う

。
県

の
責

務

市
町

村
に

お
い

て
も

、
市

町
村

報
な

ど
を

通
じ

て
、

広
く

県
民

に
制

度
を

周
知

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
市

町
村

と
の

連
携

6．
今

後
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

３
月

下
旬

〜
税

制
度

に
つ

い
て

の
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

、
宿

泊
事

業
者

と
の

意
見

交
換

会
６

月
県

議
会

第
２

回
定

例
会

へ
の

宿
泊

税
条

例
案

の
提

案
を

目
指

す

各
地

域
の

実
情

に
即

し
た

観
光

振
興

に
資

す
る

施
策

。
た

だ
し

、
新

規
に

実
施

又
は

拡
充

す
る

事
業

（
既

存
施

策
へ

の
財

源
振

替
は

不
可

）
に

限
る

。
対

象
事

業

宿
泊

税
収

か
ら

、
適

正
な

課
税

徴
収

や
周

知
啓

発
等

の
宿

泊
税

制
度

運
用

に
か

か
る

経
費

、
災

害
等

へ
の

危
機

管
理

の
た

め
の

共
通

経
費

を
除

い
た

額
の

７
割

と
す

る
。

交
付

額

市
町

村
ご

と
の

額
の

算
定

方
法

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
別

の
宿

泊
税

収
割

合
を

基
本

に
、

市
町

村
と

協
議

の
上

決
定

す
る

。
額

の
算

定
方

法

交
付

金
は

、
半

年
ご

と
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

交
付

金
の

充
当

事
業

に
つ

い
て

は
県

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
交

付
・

報
告

2


